
採石法関係申請の
電子申請及びキャッシュレス決済方法



富山県収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済のご案内

富山県では令和８年（2026年）３月をもって収入証紙が使用不可となります。

これに伴い、下記申請においてはキャッシュレス決済により手数料をお支払い

いただけるようになりました。

【キャッシュレス決済可能な申請】

・採石業者登録申請

・採石業務管理者認定申請

・採石業務管理者試験

・岩石採取計画認可申請

・岩石採取計画変更認可申請



キャッシュレス支払い手続き一覧

手続名 手数料

採石業者登録申請 18,000円

採石業務管理者認定申請 6,700円

採石業務管理者試験 8,100円

岩石採取計画認可申請 52,000円

岩石採取計画変更認可申請 33,000円

「富山県電子申請システム」で申請したい手続きを検索してください。



申請から納付までの流れ（概要）

１. 「富山県電子申請サービス」で申請内容
を入力する。（右図の①）

２. 支払方法入力画面で、支払い方法
（クレジットカードもしくはPay-easy）を選択
する。（右図の①）

３. 後で送付される「審査完了のお知らせ
（料金納付のお願い）」メールの案内に
従い、クレジットカードもしくはPay-easyで
決済を行う。（右図の⑤）



申請から納付までの流れ

１．富山県電子申請サービスで申請内容を入力する。（富山県電子申請サービス電子申請：ホーム）

①富山県電子申請サービスホームから「富山県」を選択

https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect


②「キーワードで絞り込む」欄に申請したい手続名を入力し検索

申請から納付までの流れ



③申請したい手続名を選択

申請から納付までの流れ



④手続き案内に従い、「電子申請をする」ボタンから申請内容を入力

・・・

申請から納付までの流れ



２．「富山県電子申請サービス」で申請内容を入力後、支払方法入力画面で、支払い方法
（クレジットカードもしくはPay-easy）を選択する。

３．後で送付される「審査完了のお知らせ（料金納付のお願い）」メールの案内に従い、
クレジットカードもしくはPay-easyで決済を行う。

県側で手数料納付を確認後、申請内容の審査に入ります。

「富山県電子申請システム」について、
具体的な入力方法の説明（利用可能な決済方法）は下記からご確認ください。
富山県／電子申請サービスを利用した手数料等の電子納付

申請から納付までの流れ

https://www.pref.toyama.jp/1800/kurashi/seikatsu/zeikin/kj20220801.html


ご不明点等ありましたら、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

富山県成長産業推進室立地通商課企業誘致担当

Tell ：076-444-3244
FAX ：076-444-4401
mail： arichitsusho@pref.toyama.lg.jp

問い合せ先
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